
日本ボースカウト愛知連盟犬山第 7団  入団案内 

 

ボーイスカウトの歴史 

 ボーイスカウト運動は、1907 年イギリスの「ベーデン・パウエル」によって創設され、

世界 160 カ国で約 3,000 万人が活動しています。 

 スカウトとは、「先駆者」のことでボーイスカウトは、「自ら率先して幸福な人生を切り

開き、社会の発展の先頭に立とうとする少年」と言う意味をもっています。 

 日本ボーイスカウト愛知連盟犬山第 7 団は、2010 年 9 月 1 日に従来の犬山第 2 団、犬山

第 3 団、犬山第 4 団、扶桑第 1 団が統合して発団しました。 

 

ボーイスカウトの仲間たち 

 小学校 1 年生の 4 月から………………………ビーバースカウト（BVS） 

 小学校 3 年生の 4 月から………………………カブスカウト（CS） 

 小学校 6 年生の 4 月から………………………ボーイスカウト（BS） 

 高等学校 1 年生の 4 月から……………………ベンチャースカウト（VS） 

 18 歳以上…………………………………………ローバースカウト（RS） 

 26 歳以上…………………………………………指導者 

 

ボーイスカウトの活動 

 創設者、ベーデン・パウエルのことばに「幸福近づく第 1 歩は、少年の時期に体を丈夫

に強くする事である」とあります。 

 活動は、全て学校の休みの土曜日・日曜日・祝日・春休み・夏休み・冬休みの余暇を利用

して、野外活動を中心として、それぞれの年代の発達段階に応じたプログラムにより活動し

ます。 

 また、「おきて」「さだめ」「きまり」の基に大自然の中で学校や家庭では学ぶ事の出来

ない、人間が成長する過程において知っていなければならない生活上の知識を習得するため

の訓練をします。 

 

保護者の皆様へ 

 入団したからと言って、指導者（リーダー）に全て任せるのではなく、保護者の皆様に

も（キャンプ等の機材の運搬・行事への参加等）のお手伝いをしていただきます。 

 ・隊活動には必ず参加させて下さい。 

 ・我が子の成長を褒めてやって下さい。 

 ・隊活動が終わって帰宅したときは、訓練の内容や習った事を尋ねて復習させて下さい。 



 

必要経費について 

 ・新規入隊の場合は、入団費として、一人……………………………10,000 円 

 ・毎月の活動費として一人につき活動費月額…………………………2,000 円 

 ・隊員の育成費として一家につき育成会費月額………………………500 円 

 ・連盟への登録費及び保険料として年額………………………………6,000 円 

 ・指導者及び団委員は登録費・保険料として年額……………………6,000 円     

・入隊後休隊届を提出し一定期間活動を休む場合は、育成会費 500 円（月額）と連盟へ

の登録費として 6,000 円（年額）が必要です。 

 ・会費の徴収は、原則として、保護者の口座より偶数月の 6 日に２ヶ月分を引落しとし

ます。 

 

傷害保険の内容 

 すべての隊員・指導者（リーダー）・団委員については、「公益財団法人ボーイスカ 

ウト日本連盟」の「そなえよつねに保険」に加入します。 

 保障の対象となる事故は、活動のために自宅へ帰るまでが対象になります。 

 

 

〒484-0894 犬山市羽黒堂ヶ洞 20-35  

       団委員長 佐 々 由 高    TEL 0568-67-8731  

FAX0568-67-8731 

〒484-0087 犬山市中山町 2-46 事務局（小島社会保険事務所内） 

       小 島 勇 次・小 島 秀 斗 TEL0568-61-3886  

                       FAX0568-62-5125 


